
※平成23年度に実施した事業を評価しています
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１．事業の位置付けと関連計画等

第三次川越市総合計画後期基本計画における位置付け 位置付けなしの場合
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２．事業の目的と概要

３．実施にかかるコストと実績 (単位:千円)
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※24年度、25年度の事業費、人件費は見込額

４．成果指標・活動指標による分析 ※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

成果 ：中心指標 単位

成果 件

成果 千円

活動 件

５．事業の実施を通じた分析・評価

平成24年度　事務事業評価シート

事務事業名称 伝建地区保存整備 継続

コード 伝建地区保存整備

根拠となる法
令、条例等

都市計画法、文化財保護法、川越市
伝統的建造物群保存地区保存条例方向性（節） 歴史文化の継承と新しい市民文化の創造

都市計画部 予算事業コード

法令による実施義務 義務

担当部署

基本目標(章)

施策 文化財の保存と活用 個別計画等の
名称

川越市川越伝統的建造物群保存
地区保存計画細施策 伝建地区保存整備事業

学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち

事業の目的
（誰・何を対象に、何のた
めに実施するのか）

歴史的町並みの維持・保全、歴史的風致に基づく生活環境の維持向上、新しい文化の創造、商業観光の活
性化を図る

事業の概要
（活動内容、実施手段・

方法など）

伝統的建造物の修理補助事業、その他修景・景観補助事業を地区住民等と協働し伝建地区内の家屋整備を
行っている。また、歴史的建造物の保存を図るために、保存対策調査を実施している。

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

49,202 71,613

予算額 44,517 48,999 50,951 56,089 49,202

18,500 18,500 18,500 18,500

事業費 43,600 46,134 50,273 54,833

18,500

総コスト（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 62,100 64,634 68,773 73,333 67,702 90,113

人件費 18,500

正規職員（1年間の従事人数） 2.50人 2.50人 2.50人 2.50人 2.50人

17,190 21,500 20,000 22,528

2.50人

臨時職員（1年間の従事人数）

33,000

その他特定財源

国県支出金 16,000

市の財政負担（＝Ｃ－Ｄ－Ｅ） 46,100 47,444 47,273 53,333 45,174 57,113

20年度 21年度 22年度 23年度 指標の定義

国庫補助事業件数 3 4 4 3
伝統的建造物の修理として、国庫
補助を活用して修理した件数

年間家屋整備補助
額

38,468 39,005 45,984 45,833
伝建地区内の家屋整備に対して
補助した年間の合計額

伝統的建造物追加
件数

0 0 4 2
歴史的建造物を所有者の同意を
得て伝建物に追加特定した件数

中心指標の考え方 歴史的な町並みの維持保全のために、評価として可能な指数

指標に基づく評価
国庫補助事業は、伝統的建造物の修理として、毎年数件であるが着実に実施し歴史的な町並み整備が進め
られている。また、伝統的建造物も少しずつであるが増加していることも歴史的な町並み保存の一端を担って
いる。このように事業を継続的に行うことが重要である。

⑴　現在の課題と状況 有効性に課題 効率性に課題

震災を契機として、これまでの保存について、消極的だった所有者が伝統工法の耐震性の良さや、逆に未修理状態の脆弱性に気付
き、保存修理を望む声も増えたことから、保存対策調査の実施と合わせて特定数を拡大していきたいと考えている。

都市景観課 伝建地区担当

伝統的建造物の老朽化及び伝統的建造物の増加により、修理要望が年々増加しているが、財政的に修理できる件数が限られている
ために、修理を待っている物件もある。また、伝統的建造物の所有者等の事情により、修理が必要だが、困難なケースがある。

⑵　比較参考値（他市での類似事業の例など）

関東では、千葉県香取市や茨城県桜川市などが、重要伝統的建造物群保存地区として同様の事業を実施しているが、伝建地区の規
模や特性が異なるので、事業内容及び規模はそれぞれ違う。

⑶　事業を廃止・縮小したときの影響

本事業は、歴史的な町並みを保存するためには必要不可欠な事業であるので、廃止・縮小は難しい。

⑷　所属長自己評価（今後の方向性） 拡充


